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（１）策定の趣旨

　本市では、事業環境の変化と市の水道が抱える諸課題を踏まえて、将来の水道のあ

るべき姿を見据えて基本目標を設定し、その実現に向けた主要施策及び具体的な取組

を示す「未来構想 水道ビジョン野田（経営戦略）」を令和２年２月に策定しました。併せて、

目指す将来像の実現のため、投資計画及び財政計画から経営基盤を強化し財政マネジ

メントを向上させ、持続可能な水道の実現を目指す「経営戦略」を同時に策定しました。

　令和６年度は、「未来構想 水道ビジョン野田（経営戦略）」の中間点にあたることから、

令和５年度までの実績をもとに、現状の課題や経営状況を見直し、策定時とは大きく

変化した社会経済情勢を反映した中長期的な経営の取組や財政収支の見通しを示す、

計画期間を１０年間とする新たな経営戦略を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメ

ントの向上に取り組んでまいります。

（２）位置づけ

　経営戦略は、「未来構想 水道ビジョン野田（経営戦略）」に掲げる将来像の実現を目指し、

基本理念を実現させるための計画です。

　なお、経営戦略については、総務省通知「経営戦略の策定推進について」（平成２８

年１月２６日）において策定が求められているものであり、総務省通知「「経営戦略」

の改定推進について」（令和４年１月２５日）に示された見直しにおける留意点を考慮

して策定したものです。

（３） 計画期間

　計画期間は、令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。

　なお、令和６年１１月に策定された北千葉広域水道企業団の第１６次経営戦略（令和

７年度～令和１６年度）においては、水供給料金設定は令和７年度から令和９年度ま

での３年間を適用期間とし、単価は据置きとしていますが、収支見通しでは令和１４

年度以降は純損失の発生が見込まれることから、次期水供給料金設定では改定も想定

されます。水供給料金の改定は、本市の水道事業経営に大きな影響を及ぼすことから、

改定が行われる場合には、本市の水道料金の改定を含めて本経営戦略の見直しを行う

こととします。

第 7章　経営戦略

７．１ 策定に当たって
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（１） 水道事業の状況

　1）事業概要

　本市水道事業の概要について、令和５年度の実績値と過去５年間の傾向及び関連情

報を表 7-1 に示します。

　令和５年度現在、給水人口は約１４ .９万人で、普及率は９７ .１ %となっています。

年間給水量は約１ ,５２７万 m3 であり、水源は北千葉広域水道企業団からの受水と自

己水源（江戸川表流水及び地下水からの取水）の３系統で賄っていますが、受水の割合

が９０%以上と大部分を占めています。受水の割合が高いのは、浄水コストと受水費を

比較した上で安価な受水に切り替えていることが一つの要因となっています。

　有収率、有効率は９３%台でわずかに低下傾向である一方、一人一日平均給水量がわ

ずかに増加傾向であるのに伴い、負荷率はわずかに増加傾向です。

　浄水場は１か所を配水場として運用しており、浄水場として運用しているのは上花

輪浄水場と東金野井浄水場の２か所です。管路延長合計は約９８０ｋmで、そのほとん

どを配水管が占めています。

　供給単価が給水原価を下回り、料金回収率が１００ %以下となっています。本市は、

新型コロナウイルス感染症の影響による家庭や事業者の負担感増大のため、令和２年

度及び令和３年度には２か月分、令和４年度には世界的な物価高騰への対応を含め４

か月分、令和５年度には２か月分の水道料金の基本料金を全額免除としており、これ

らの免除額を給水収益に計上すると、全ての年度において料金回収率は１００ %を上

回っています。

７．２ 経営状況等の把握と課題の整理
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供給単価及び料金回収率の（ ）内は水道料金免除措置がなかった場合の単価及び率

表 7-1 事業概要（令和5 年度）
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　２）主要な水源

　現在の水源は、年間給水量の９２ .５％（令和５年度）を北千葉広域水道企業団からの

受水で賄っており、受水点は複数が市内に分布しています（上花輪浄水場、東金野井浄

水場、中根配水場、木間ケ瀬浄水場）。このほか、事業創設時からの表流水（上花輪浄水場）

と地下水（東金野井浄水場）が、わずかではあるが運用されています。年間給水量に占

める受水量の割合は将来的に約９５%まで増加させる予定です。

　ただし、表流水の取水点は、江戸川左岸堤防整備に合わせ廃止の方向であり、自己

水源が減少します。この補塡のため、現在、浸水リスクが低く、地震の影響も比較的

受けにくい地盤を持つ中根配水場において、自己水源としての井戸（１ ,１００m3／日）

を整備中です。

　なお、北千葉広域水道企業団の協定水量は、令和８年度までは４３ ,４００ m3／日、

令和９年度からは４５,６００m3／日の予定となっています。

　３）主要な水道施設と課題及び投資計画

　平成１５年６月６日の野田市・関宿町の合併により水道事業を統合し、上花輪浄水場、

東金野井浄水場、中根配水場、木間ケ瀬浄水場、桐ケ作配水場及び関宿台町浄水場の

６施設で運営してきましたが、平成１９年１２月に関宿地域の水道施設の効率化を図

るため関宿台町浄水場を休止し、現在は５浄水・配水場の施設を運営しています。

　各施設の課題等を以下に示します。

● 既設の中根配水池は１池でありメンテナンスが不可能であるため、メンテナンスを

可能とするためにもう１池増設する必要がある。

● 上花輪浄水場の配水池は、調査の結果損傷がなく良好な状態であるが耐震性がない

低地の地下施設であることから建替えをする必要がある。

● 施設の耐震化については、耐震化計画を策定し整備を行う必要がある。

● 上花輪浄水場は取水管の撤去に伴い浄水機能が廃止となり、受水機能、配水機能の

みとなる。中央監視の機能は中根配水場に移転する。

● 浸水区域にある施設は、浸水対策を施すことを前提に計画を策定する必要がある。

上花輪浄水場は浸水区域にあるため、上花輪浄水場再構築等建設事業では、浸水対

策を施した配水施設にする計画としている。中根配水場を除くその他の施設につい

ては、将来的に整備を行う際に浸水リスクを考慮する。
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　本市は令和５年２月にアセットマネジメントを実施しており、整備すべき施設等は

整理されています。この結果を踏まえ、本計画の期間中に計画されている水道施設へ

の投資は以下の内容となります。

　４）管路の状況と課題及び投資計画

　本市は令和５年度時点で約９８０kmの管路を有しています。地形が比較的平坦である

ことから、水圧の変化が極端な場所はなく安定的で、管網の能力の不足はみられません。

　令和５年度末現在で埋設されている管の管種構成をみると塩ビ管が約６５%、ダクタ

イル鋳鉄管が約３０％、ポリエチレン管・鋼管等で約５ %となっております。耐震性を

有していない塩ビ管やダクタイル鋳鉄管等を、耐震性を有しているポリエチレン管や

ダクタイル鋳鉄管等に更新しておりますが、耐震化適合率は全体で約３０％であり耐

震化が急がれる状況です。

　このような状況から、震災への対応を念頭に老朽管更新工事、漏水多発地域の工事

を優先的に進めると共に、未整備地域の耐震管による配水管整備も併せて進めています。

なお、昭和４０年頃に民間企業から引き継いだ鋳鉄管は既に布設替えが完了しており

ます。現在は令和４年度に策定した管路更新計画に基づき、重要性、緊急性及び老朽

化度合いなどを考慮したランク付けを行い、優先度を整理した上で配水管の耐震化を

進めると共に重要給水施設への耐震管による専用配水管の整備を実施中です。

表 7-2　水道施設への投資計画
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管路の課題等を以下に示します。
● 東日本大震災の際には配水管等に漏水被害が発生している。よって、老朽化した管

路及びレベル１地震動に耐えられない管路を中心に、今後も着実に更新していくこ

とが必要である。

● 管路の更新計画として、野田地区の古い塩ビ管を中心に更新する具体的な手順は検

討済みで、２０年先までの実施計画、４０年先までの基本計画が立案されている。

表7-3　管路への投資計画
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（2）水道事業の経営状況

　水道事業の経営状況について、表 7-4に示す経営比較分析表（令和５年度決算に基づ

き野田市作成）等から状況を確認します。

　１）経営の健全性・効率性

　各種指標から整理した経営の健全性、効率性を以下に示します。現時点では全般に、

経営状況を示す各指標は比較的高い健全性を示しています。

● 経常収支比率は１１８％を超えており、基本的には黒字経営といえる。累積欠損金

比率に問題はない。

● 流動比率は約１ ,１７１％と資金の流動性に問題はない。（水道事業は毎月水道料金

を収集しているためこの指標に課題を抱えることはほとんどない。）

● 企業債残高対給水収益比率は漸減傾向である。これは、経営戦略に基づき新規借入

を行わなかったこと等によるものと考えられる。

● 料金回収率は令和４年度と令和５年度に１００ %以下となっているが、これは水道

料金の基本料金の免除を実施した影響であり、免除額を計上した料金回収率は１０

０％を上回っている。給水原価は令和３年以降上昇傾向であり、約１８３円となっ

ている。

● 施設利用率は約７０％、有収率は多少の増減はあるが約９３％とおおむね問題はない。

　２）老朽化の状況

　本市が運用している水道施設の健全度や更新の状況を各種指標により確認した結果

を以下に示しています。全般には水道施設の老朽化はまだ途上ですが、今後は施設・管

路ともに老朽化が進行するため、施設の健全度を維持するための投資は、アセットマ

ネジメント等の計画により長期的視点のもとで計画しています。

● 有形固定資産減価償却率は、水道施設としてみれば老朽化の進行はまだ顕著ではな

いが、徐々に上昇してきている。

● 管路経年化率は、２０％程度であり平均値と同等であるが、徐々に上昇してきている。

限られた予算内で計画的に更新は進んでいるものの、管路更新率は低い水準である。
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　３）全体総括

　経営の健全性は比較的高い状態を維持しています。しかし、給水収益の増加が見込

めない中で、今後は管路・施設の老朽化に伴う更新投資が増加します。事業全体の経営

バランスを常に意識し、独立採算制の原則である給水収益による黒字経営を維持しつつ、

管路・施設のリスク管理や老朽化対策に重点をおいた経営を戦略的に進める必要があり

ます。
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　４）経営健全化のための取組

　水道事業の経営の効率化のために実施されてきたこれまでの取組及び今後の方向性

について整理します。

①　民間活力の活用

　直近の取組として平成１４年度からの運転管理業務委託、平成１８年度からのお客

様センターの設置と水道料金関連業務の包括委託、平成２４年度からの施設管理・水質

管理等の包括委託等の取組を行うことで、アウトソーシングによるコスト削減を図っ

てきたところです。令和３年度に水道施設管理棟（お客様センター）を開設し、手続等

の連携強化と一元化の推進を図っており、今後も民間活力の活用を継続します。

②　職員数の最適化

　平成１５年 6月の関宿町との合併の際、それまでの組織を引き継いで２課７係３６人

となった職員数を、平成２５年度には２８人まで削減しました。平成２６年度に組織

を統廃合し 2課 6係の組織体制とし、令和 5年度の職員数は、事務職１８人、技術職９

人の計２７人（うち 2人は再任用職員、１人は会計年度任用職員）となっています。本

計画の期間において、組織及び職員数は現状を維持する方向でありますが、再任用職

員及び会計年度任用職員等を含め、必要最小限の人数で効率的な経営が可能な組織体

制の確立に向け取り組みます。

③　水道施設の効率化

　管理施設数を削減することを目的とし、関宿町との合併をうけて、桐ケ作配水場か

らの給水が可能となるよう連絡管の整備を行うことで、関宿台町浄水場を平成１９年

１２月に休止しました。また、桐ケ作配水場等の統廃合についても検討しましたが、

末端の圧力が不足し新たな投資が必要になるなど、投資効果が見込まれないため現状

のとおりとしました。

　今後は上花輪浄水場の自己水源の廃止予定を踏まえた再構築、中根配水場の自己水

源の整備を含め、給水量に応じた適正な規模に縮小することも踏まえつつ、災害リス

クにも対応可能な施設の効率的運用を進めます。
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（3）課題の整理

　ここまでの検討結果から、本市水道事業が抱えている経営上の課題及びこれに対す

る対応方針を整理します。

　１）水道事業の維持

　本市の人口はおおむね横ばいから微減の状況であり、普及率は９７%を超え今後の給

水契約数の大幅な拡大は見込めないため、人口減による需要の減少、ひいては給水収

益の低下が予想されます。一方で、物価の上昇により費用は増加傾向にあり、加えて、

北千葉広域水道企業団の協定水量増加による受水費の増加や水供給単価の改定等、更

なる支出の増加が予想されます。そのため、料金政策については適切かつ継続的に検

討する必要があります。

　２）施設の更新・改良

　施設の老朽化は徐々に進むが、全体としてはまだ老朽化が顕著な問題になっている

わけではありません。しかし、機械設備、電気設備は耐用年数に応じた適切な更新が

必要であること、自己水源である表流水の廃止が決定していること、浸水・地震等の災

害リスクを考慮する必要があることなどの課題を有しています。

　本市では、今後主要施設の老朽化が問題になることを見越してアセットマネジメン

トの思想のもと、独自に設定した使用可能年数による更新サイクルに基づく更新費用

の平準化を促進し、計画的な整備に努めるものとして、施設、管路の更新計画を立案

しました。

　ただし、これらの計画を推進する場合は事業費の確保が必要であり、前項に示した

給水収益の減少予測も考慮して、計画の進捗は常に見直し、その時点の状況にあわせ

た優先度の見直しを行っていく必要があります。

　当面予定されている更新・改良事業としては以下のとおりです。

● 老朽化管路の更新・耐震化

● 遠方監視装置、自家発電設備を含む機械設備、電気設備の計画的な更新

● 主要施設の耐震診断及び耐震化計画の策定

● 中根配水場の新設井戸に係る浄水施設の整備及び配水池の増設

● 上花輪浄水場の表流水の取水管撤去

● 中根配水場の中央監視室の整備
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（１）給水人口と給水量の予測

　１）算定期間

　過去１０年間（平成２６年度～令和５年度）の実績に基づき、令和７年度から令和１

６年度までの１０年間の推計を行います。

　２）算定方法

　行政区域内人口は、過去１０年間の実績に基づく時系列傾向分析、令和２年国勢調

査の結果に基づくコーホート法推計（要因法）の推計結果を比較し、より将来の状況を

反映していると考えられるコーホート要因法による推計結果を採用します。推計結果

は５年毎であるため、途中年度については直線補間により設定します。また、１０月

１日時点人口を翌年３月３１日の人口に換算した年度末換算推計値を計画値として採

用します。

　本市においては、行政区域と給水区域はほぼ同じであるため、給水区域内人口は行

政区域内人口と等しいものとします。

　給水人口は、給水区域内人口に計画普及率を乗じて算出します。今後更に普及率の

向上に努めるものとして令和１６年度の目標値を９８%に設定し、途中年度は令和５年

度実績値から直線補間します。

　給水量は、水需要を用途別（生活用水、業務営業用水、工場用水、その他用水）に分類し、

それぞれに将来の水需要量を予測して求めた用途別有収水量を合計して１日平均有収

水量を算定します。このうち生活用水は、給水人口と原単位（１人１日当たり生活使用

水量）それぞれに推計を行い、それらを乗じて算出します。

　有収率については、過去の実績から時系列傾向分析により推計し、達成可能な計画

値を設定します。検討の結果、計画有収率は過去１０年間の実績の平均値である９５.５％

とします。

　３）結果

　過去１０年間の実績値と計画期間の人口の推移を図 7-１、１人１日給水量の推移を

図 7-2、給水量の推移を図 7-3に示します。給水人口は減少傾向を示し、１人１日当た

りの給水量も微減傾向となったことから、給水量も緩やかな減少傾向を示す結果とな

りました。

　人口の減少幅は、前計画で行った人口予測よりも小さくなっており、コロナ禍をきっ

７．３　給水量予測と料金収入の見通し
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図 7-1　人口の推移

かけに一部企業の在宅ワーク等が根付き転出が抑制されていることなどが考えられま

す。しかしながら、少子高齢化、出生率低下は日本全体の問題であり、本市も例外で

はありません。給水人口は前計画より緩やかな減少となりましたが、今後は減少が更

に進んでいくと考えられます。

　水需要の減少は水道料金収入の減少につながるとともに、水道施設の規模が過大に

なるなど効率性の低下が懸念されます。そのため、今後安定した水の供給を維持する

ために必要な施設の維持・更新は、優先順位をつけて効率的に行う必要があるとともに、

水道施設の更新の際に、水需要の減少に応じた規模の適正化を図るなど、効率的な施

設整備を進める必要があります。
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図 7-2　１人１日給水量の推移

図 7-3　給水量の推移
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図 7-4　料金収入の見通し

（２）料金収入の見通し

　１）料金収入の見通し

　平成３０年度から令和５年度の料金収入の実績と、将来における料金収入の見通し

を図 7-４に示します。

　新型コロナウイルス感染症の影響による家庭や事業者の負担感増大のため、本市で

は令和２年度及び令和３年度には２か月分の水道料金の基本料金を全額免除としまし

た。令和４年度は世界的な物価高騰への対応を含め、更に２か月を加えた合計４か月

分の基本料金を全額免除とし、令和５年度にも 2か月分の基本料金を全額免除としたた

め、料金収入は大幅に減少しています（免除額は全額を一般会計から繰入れ）。

　料金収入の見通しは、現行の水道料金を据え置くことを前提として、令和５年度の

供給単価の実績値（１９４ .０４円／m3）と有収水量の推計値を乗じて算出しました。

給水人口の減少に伴い、料金収入は減少傾向であり、令和１６年度の推計値は、令和

５年度の免除額を計上した料金収入から約１.６億円の減少が見込まれます。

136

実績値 推計値

（百万円）

収
入

3,000

2,900

2,800

2,700

2,600

2,500

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000
H30
2,757料金収入

料金収入（免除額計上）

2,720 2,583 2,588 2,352 2,551 2,740 2,731 2,716 2,711 2,691 2,678 2,665 2,658 2,634 2,619 2,605
2,791 2,799 2,781 2,768

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

料金免除分



第 7章　経営戦略第 7章　経営戦略

第
七
章

第
七
章

　２）水道料金

　本市の水道料金は、基本料金と従量料金の合計で算出され、平成２１年度に北千葉

広域水道企業団の受水費単価の値下げによる基本料金及び従量料金の値下げを行った

後は、その料金を維持しています。値上げは平成９年度に行って以来、２７年以上に

わたり行っておりません。

　これまで、財政計画において、現行の水道料金を維持していくことを必須要件とし

た計画を策定してきました。しかし、今後料金収入の減少が見込まれる中、水道施設

の維持や更新に多額の費用を要すること、北千葉広域水道企業団の協定水量増加によ

る受水費の増加や水供給単価の改定等、支出は増加が予想されます。そのため、経営

の効率化と経費削減に努めるとともに、料金政策については適切かつ継続的に検討す

る必要があります。
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（１）基本的な経営の考え方

　水需要は減少傾向であり、これに比例して給水収益が減少することが見込まれ、必

要な財源確保が難しい状況です。一方で、物価上昇等により維持管理費用は増加傾向

であり、老朽化が進む設備や管路の更新費用は今後ますます増加します。加えて激甚

化する災害の頻発にも対応が求められています。

　水道施設の老朽化に対応しつつ、自然災害等の不連続変化にも備えるために、施設・

管路更新への投資は起債や積立金の活用についても検討します。今後膨大な費用と時

間を要することへの対応が経営における最大の課題となります。

　財務的な影響を最小限に抑えるため、経営管理型リスクマネジメントの手法を活用

し、安定経営の持続性を高める必要があり、経営の効率化と経費削減に努めるとともに、

料金政策については適切かつ継続的に検討する必要があり、本市の水道料金の妥当性

について令和７年度から検討を開始し、さらに北千葉広域水道企業団の次期水供給料

金設定（令和１０年～）において水供給料金の改定が実施される場合には、当該改定を

加味した本市の水道料金改定を含めて本経営戦略と合わせて見直しを行うこととしま

す。また、経営目標のもと、利益を拡大することで投資財源の確保に努めます。

７．４ 経営の基本方針
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（２）経営目標

　事業経営を行っていく上で目標とする指標については以下のとおり設定します。

　安定経営、災害等非常時への備えのための財源確保及び将来において増加する

と見込まれる水道施設の更新需要に対する計画的な整備を図るため、内部留保資

金残高２０億円以上を確保する。

１）内部留保資金の確保

　環境変化に伴う事業推進や、優先的に進めなければならない水道施設の拡充・

改良に対する財源としての企業債発行額は、将来の世代に過度な負担を残さない

ため４０億円を上限とする。

２）企業債発行額上限の設定

　企業債の償還等に必要な財源を安定的に確保し健全な財政収支バランスの維持

のため、長期前受金戻入を除く当年度純利益を１億円以上確保する。

３）純利益の確保
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（１）投資計画の整理
　１）中根配水場の新規井戸及び浄水施設・配水池の整備
　本市の水道は、そのほとんどを江戸川の表流水に依存しています。令和２年度に八ッ
場ダム及び令和９年度に思川開発の稼働により渇水リスクは軽減されるものの、上花
輪浄水場の表流水水源が廃止の方向であることから、浸水リスクが低く、地震の影響
も比較的受けにくい地盤を持つ中根配水場に自己水源としての新規井戸を設置するこ
とについて千葉県と協議してきました。その結果、令和４年度に中根配水場内に井戸
２井（年間平均取水量１ ,１００ m3／日）の許可がおりたことから浄水施設を併せて整
備し、令和７年度中に運用開始の予定となっています。
　また、既存配水池のメンテナンスのために、配水池を増設する計画です。中根配水
場の貯水容量の増加は、緊急時に確保される水量の増加にもつながります。本計画で
は令和１２年度に基本設計、令和１３年度に詳細設計を実施し、令和１４年度以降に
建設工事を行う予定です。

　２）上花輪浄水場の再整備（上花輪浄水場再構築等建設事業）
　令和２年度に策定した基本計画・基本設計では、上花輪浄水場の休止又は廃止を想定
し、中根配水場を配水拠点とした送配水方法へ変更することとしていましたが、令和
４年度に井戸設置の許可見込み及び物価高騰を踏まえて計画の見直しを行いました。
　見直し後の計画では、上花輪浄水場は浄水機能を廃止し、受水と配水機能を継続さ
せて、北千葉広域水道と中根配水場からの送水を配水池に貯留し、配水ポンプにて配
水することとしました。令和５年度に事業費を更に平準化するために再度の見直しを
行い、災害対策と機械電気設備の更新時期の観点から、浸水対策（TP（東京湾平均海面）
＋１４ .５ m（洪水氾濫最大浸水深））を施した配水ポンプ設備とポンプ井を新設し、災
害時を考慮した配管工事を行うとともに、中根配水場から口径５００ｍｍの送水管に
より上花輪への送水を行うよう場内配管を整備する計画としています。
　上花輪浄水場の江戸川表流水水源の取水管撤去については、河川管理者の国土交通
省が実施し費用負担を見込みます。

7．5　投資・財政計画（収支計画）の見直し

表 7-7　中根配水場に関する更新事業の内容

※配水池整備事業の対象施設は計画期間の中間点（おおむね５年）において再度検討します。
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　３）管路更新計画

　管路は、管路更新計画（令和４年度策定）に基づき更新基準を参考に改善必要度で優

先順を設定し、配水管をＬ２耐震化することを基本方針に、口径７５ｍｍ以上の配水

管を対象に、管路用途別に改善必要度を用いて優先順位を設定し更新します。

　令和５年度から令和２４年度までの２０年間で、野田地区の耐用年数を超過した口

径７５ｍｍ以上の塩ビ管を対象に、重要性、緊急性及び老朽化度合いを考慮してラン

ク付けし、第１期耐震化更新計画を策定しました。令和２５年度から令和４４年度の

２０年間で、関宿地区の耐用年数を超過した口径７５ｍｍ以上の塩ビ管及び鋳鉄管、

野田地区の耐用年数を超過した口径７５ｍｍ以上の鋳鉄管を対象として第２期耐震化

更新計画を策定しました。第１期、第２期ともに更新対象管路はほとんどが耐震性を

考慮されていないＬ０耐震管であり、更新することで、Ｌ２耐震対応となります。

表7-8　上花輪浄水場再構築等建設事業（令和5年度計画）における更新事業の内容
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　４）電気設備・機械設備の更新計画

　電気設備、機械設備の更新については、アセットマネジメントで長期計画を策定済

みです。本市独自の使用可能年数を構築（他地区の状況やメーカー等の見解を参考にし

て法定耐用年数の１ .５～２倍程度を更新基準年数として設定）し、一定周期ごとに更

新等の対応を行う時間計画保全による計画的な更新を行います。また、電気設備・機械

設備は日常的な点検、適切な修繕を行い、状態監視保全による長寿命化を図るとともに、

更新規模を最小限にし、最新技術を導入して効率的な施設更新を行います。これに加え、

上花輪浄水場の浄水機能廃止に伴い、中根配水場にて情報を一元管理するための中央

監視室を整備する費用を見込みます。

表7-9　管路更新計画における更新事業の内容

表 7-10　電気設備・機械設備に関する更新事業の内容

※L２耐震化とは、施設の供用期間中に発生する最大規模の強さを有する地震動に対応する耐震性
※L０耐震管とは、耐震性が考慮されていない管種継手
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　５）施設の耐震化計画

　浄水・配水場の統合等の検討結果及び施設の整備状況を踏まえ、令和９年度から

２年間で耐震診断を実施し、令和１１年度に耐震化計画を策定します。結果を踏ま

え、令和１２年度から詳細設計・耐震化工事を実施します。

表7-11 耐震化に関する更新事業の内容

※耐震化工事は耐震化計画策定後に改めて計画します。
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　６）投資計画の年度別事業費

　上記で整理した投資計画の計画期間中の年度別事業費を示します。事業費のうち、

管路更新計画、アセットマネジメント計画及び設備や施設の更新工事については、２ .

４％／年の物価上昇率※を加味して算出しました。

※２.４％／年は、計画期間（令和７年度から令和１６年度）の１０年間で、国土交通省「建設工事費デフレー
タ―（平成２７年度基準）」の令和５年度数値（１２６.７)までの上昇を一定とした場合の率としました。

図 7-5　年度別事業費の内訳
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表 7-13 上花輪浄水場の浄水機能の廃止による費用の増減（年間費用）

（２）収益的収支の予測

　前項までに確認した水需要予測から算定した料金収入及び投資計画を基に、過去

平成３０年度から令和５年度までの実績値を用いて、収益的収支のシミュレーショ

ンを行います。

　１）想定条件

　令和９年度までに上花輪浄水場の浄水機能の廃止による費用の減少と受水量の増

加に伴う受水費の増加が見込まれます。また、新たな自己水源として令和７年度中

に中根配水場の浄水施設が竣工し、費用の増加が見込まれます。

　令和９年度からの上花輪浄水場取水停止に伴う費用の減少と受水費の増加は令和

１６年度まで一律とします。令和８年度から中根配水場で新たに発生する浄水費用

の増加は令和６年度を基準として、算出費用に物価上昇率を見込みます。

　算出条件は、新型コロナウイルス感染症等のイレギュラー値に注意しつつ過去の変

動状況を鑑み設定しました。ほとんどの費目は、令和５年度の実績値を固定あるいは

物価上昇率を見込みます。動力費については、令和３年度から令和４年度にかけて急

激に上昇しましたが、令和５年度は減少していることから、令和５年度の実績値を基

準に物価上昇率と給水量の減少率を加味することとしました。なお、財政シミュレー

ション条件としては現行料金単価で計上しました。
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表 7-14 財政シミュレーション条件（収益的収支）

　２）収益的収支の予測

　収益的収支の実績とシミュレーションによる予測値を示します。収入の減少に対し、

費用は増加傾向にあり、経常損益は減少傾向です。令和１６年度に費用が収入を上回り、

収支がマイナスとなる見込みです。

　長期前受金戻入を除く当年度純利益も令和６年度以降は減少傾向であり、令和１０

年度に経営管理上の目安である 1億円を下回り、令和１２年度以降はマイナスとなる見

込みです。

※各表中の金額は税抜き額です。
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図 7-6　収益的収支の予測

図 7-7　長期前受金戻入を除く当年度純利益の予測
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（３）資本的収支の予測

　前項までに整理した投資計画及び企業債の発行予定に基づき、過去平成３０年度か

ら令和５年度までの実績値を用いて、資本的収支のシミュレーションを行う。

　１）シミュレーションの条件

　シミュレーションに当たっては、過去の変動状況を鑑み以下の条件としました。

　中根配水場浄水施設建設事業、上花輪浄水場再構築等建設事業、配水池整備事業は、

多額の資金を必要とすることから、経営バランスの維持及び更新事業の平準化を図る

ため、資金調達方法として、中根配水場浄水施設建設事業は事業費の約５０%、上花輪

浄水場再構築等建設事業は約９０%、配水池整備事業は約９５%の企業債の借入を行う

計画としています。企業債の発行は平成１２年度以降行っておらず、現在の発行残高

は令和１１年度で完済となります。新たな企業債の発行は将来の世代に過度な負担を

残さないよう企業債残高４０億円の上限額を設定します。本計画における令和６年度

から令和１６年度までの新規発行予定額の合計は約３５.８億円です。
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表 7-15　財政シミュレーション条件（資本的収支）

　２）資本的収支の予測

　資本的収支の実績とシミュレーションによる予測値を示します。

　内部留保資金残高は令和６年度以降総じて減少傾向であり、令和１３年度に経営目

標の２０億円を下回ります。内部留保資金の増加に寄与する収益的収支の利益剰余金

（長期前受金戻入を除く当年度純利益）が、令和１２年度以降はマイナスとなる見込み

であることから、これ以降の増加は難しく、令和１６年度の資金残高は約１０億円に

なります。

　企業債残高は令和５年度までは減少しますが、新規企業債を発行する令和６年度以

降は増加し、令和１６年度は約３１億円となります。

　企業債償還金は、利率を２.０%、据置期間０年、償還期間を３０年と設定しています。
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図 7-8 資本的収支の予測

図 7-9 企業債残高の予測
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図 7-10 企業債償還金、利息及び企業債残高の長期予測
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（４）水道料金政策

　本市の水道料金は、平成９年度に値上げを実施して以来、物価や人件費等が変動す

る中で、不断の経営努力等により２７年以上値上げを実施しておりません。※この間、

平成２０年度に北千葉広域水道企業団が水供給単価の値下げを実施し、平成２１年度

に本市の水道料金も値下げをしています。

　しかし、今後の水需要は減少傾向であり、これに比例して給水収益が減少すること

が見込まれ、必要な財源確保が難しい状況です。一方で、物価上昇等により維持管理

費用は増加傾向であり、設備や管路の老朽化に伴う更新費用は今後ますます増加します。

加えて激甚化する災害の頻発にも対応が求められています。

　老朽化による構造的変化に対応しつつ、自然災害等の不連続変化にも備えるために、

施設・管路更新への投資は計画を重視し、起債や積立金も活用し積極的に進める必要が

あります。今後、膨大な費用と時間を要することへの対応が経営における最大の課題

となります。

　財務的な影響を最小限に抑えるため、経営管理型リスクマネジメントの手法を活用し、

安定経営の持続性を高める必要があり、経営の効率化と経費削減に努めるとともに、

料金政策については適切かつ継続的に検討する必要があります。本市の長期前受金戻

入を除く当年度純利益の予測（図 7-7）では、令和１２年度以降は純損失が発生するこ

とから、水道料金の妥当性について令和７年度から検討を開始し、さらに北千葉広域

水道企業団の次期水供給料金設定（令和１０年度～）において水供給料金の改定が実施

される場合には、当該改定を加味した本市の水道料金改定を含めて本経営戦略と合わ

せて見直しを行うこととします。

（５）　その他の財源確保政策

　不測の事態に備えるための内部留保資金の確保のため、建設改良積立金や、新たな

企業債の発行の活用についても検討します。
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